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議案 第 ２ ７号 の 参 考資 料

熊谷 市 副 市長 定 数 条 例 の 一 部を 改 正 する 条 例 案新 旧 対 照表

熊谷 市 副 市長 定 数 条 例 （ 平 成１ ８ 年 条例 第 １ ９１ 号 ）  

（下 線 部 分は 改 正 部 分 ）

改 正 案 現 行

地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ）

第 １ ６ １ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、副 市 長 の

定 数 は 、 ２ 人 と す る 。

地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ）

第 １ ６ １ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、副 市 長 の

定 数 は 、 １ 人 と す る 。
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議案 第 ２ ８号 の 参 考資 料

熊谷 市 職 員退 職 手 当条 例 の 一部 を 改 正す る 条 例案 新 旧 対照 表

熊谷 市 職 員退 職 手 当条 例 （ 平 成 １ ７ 年条 例 第 ５４ 号 ）  

（下 線 部 分は 改 正 部分 ）

改 正 案 現 行

 （ 退 職 手 当 の 支 払 ）

第 ２ 条 の ３  （ 略 ）

２ （ 略 ）

３ 次 条 、 第 ６ 条 、 第 ６ 条 の ２ 及 び 第 ８

条 の ５ の 規 定 に よ る 退 職 手 当（ 以 下「 一

般 の 退 職 手 当 」と い う 。）並 び に 第 １ ３

条 の 規 定 に よ る 退 職 手 当 は 、 職 員 が 退

職 し た 日 か ら 起 算 し て １ 月 以 内 に 支 払

わ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 死 亡 に

よ り 退 職 し た 者 に 対 す る 退 職 手 当 の 支

給 を 受 け る べ き 者 を 確 知 す る こ と が で

き な い 場 合 そ の 他 特 別 の 事 情 が あ る 場

合 は 、 こ の 限 り で な い 。

（ 特 別 職 の 職 員 の 退 職 手 当 ）

第 ６ 条  （ 略 ）

（ 特 別 職 の 職 員 の 退 職 手 当 に 係 る 特

例 ）

第 ６ 条 の ２  次 の 各 号 に 掲 げ る 者 が 、 任

命 権 者 又 は そ の 委 任 を 受 け た 者 の 要 請

に 応 じ 、退 職（ 定 年 に よ る 退 職 を 除 く 。）

し 、 引 き 続 い て 前 条 第 １ 項 第 ２ 号 の 職

員 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 第 ２ 号 特 別

職 職 員 」 と い う 。） と な っ た 場 合 に は 、

当 該 各 号 に 定 め る 在 職 期 間 は 、 そ の 者

の 第 ２ 号 特 別 職 職 員 と し て の 在 職 期 間

に 通 算 す る 。

⑴ 国 家 公 務 員 退 職 手 当 法 （ 昭 和 ２ ８

年 法 律 第 １ ８ ２ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に

規 定 す る 国 家 公 務 員 （ 以 下 「 国 家 公

務 員 」と い う 。） そ の 者 の 同 法 の 規

定 に よ る 引 き 続 い た 在 職 期 間

⑵ 職 員 以 外 の 地 方 公 務 員 で 、 職 員 に

相 当 す る も の （ 以 下 「 職 員 以 外 の 地

方 公 務 員 」と い う 。） そ の 者 の こ の

条 例 に 相 当 す る 規 程 に よ る 引 き 続 い

た 在 職 期 間

⑶ 任 命 権 者 又 は そ の 委 任 を 受 け た 者

の 要 請 に 応 じ 、 国 家 公 務 員 又 は 職 員

 （ 退 職 手 当 の 支 払 ）

第 ２ 条 の ３  （ 略 ）

２ （ 略 ）

３ 次 条 、第 ６ 条 及 び 第 ８ 条 の ５ の 規 定

に よ る 退 職 手 当 （ 以 下 「 一 般 の 退 職 手

当 」 と い う 。） 並 び に 第 １ ３ 条 の 規 定

に よ る 退 職 手 当 は 、職 員 が 退 職 し た 日

か ら 起 算 し て １ 月 以 内 に 支 払 わ な け

れ ば な ら な い 。 た だ し 、 死 亡 に よ り 退

職 し た 者 に 対 す る 退 職 手 当 の 支 給 を

受 け る べ き 者 を 確 知 す る こ と が で き

な い 場 合 そ の 他 特 別 の 事 情 が あ る 場

合 は 、 こ の 限 り で な い 。

（ 特 別 職 の 職 員 の 退 職 手 当 ）

第 ６ 条  （ 略 ）
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改 正 案 現 行

以 外 の 地 方 公 務 員 か ら 引 き 続 い て 一

般 職 の 職 員 と な っ た 者 （ 第 ３ 項 第 ３

号 に お い て「 通 算 職 員 」と い う 。） そ

の 者 の こ の 条 例 の 規 定 に よ る 引 き 続

い た 在 職 期 間

２ 前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け た 者 が 退 職

し 、引 き 続 い て 第 ２ 号 特 別 職 職 員 と な っ

た と き は 、 第 ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に か か

わ ら ず 、 当 該 退 職 に 伴 う 退 職 手 当 は 、

支 給 し な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 先 の

第 ２ 号 特 別 職 職 員 と し て の 在 職 期 間

は 、 後 の 第 ２ 号 特 別 職 職 員 と し て の 在

職 期 間 に 通 算 す る 。

３  前 ２ 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け た 者 が 退

職 し た 場 合 に お け る 第 ２ 号 特 別 職 職 員

に 対 す る 退 職 手 当 の 額 は 、 前 条 第 １ 項

の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 に 掲 げ る 額 の

合 計 額 と す る 。

⑴ そ の 者 の 最 終 の 退 職 に 係 る 第 ２ 号

特 別 職 職 員（ 以 下 こ の 項 に お い て「 最

終 の 職 」と い う 。）と し て の 在 職 期 間

に つ い て 、 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り

算 定 し て 得 た 額

⑵ そ の 者 の 前 号 の 在 職 期 間 以 外 の 第

２ 号 特 別 職 職 員 と し て の そ れ ぞ れ の

在 職 期 間 に つ い て 、 そ の 者 が 最 終 の

職 を 退 職 し た 日 に お け る 当 該 第 ２ 号

特 別 職 職 員 の 給 料 月 額 を 基 礎 と し

て 、 そ れ ぞ れ 前 条 第 １ 項 の 規 定 を 準

用 し て 算 定 し て 得 た 額 の 合 計 額

⑶ そ の 者 の 第 ２ 号 特 別 職 職 員 と し て

の 在 職 期 間 に 通 算 さ れ た 第 １ 項 各 号

に 定 め る 在 職 期 間 に つ い て 、 そ の 者

が 国 家 公 務 員 、 職 員 以 外 の 地 方 公 務

員 又 は 通 算 職 員 と し て の 退 職 の 日 に

受 け て い た 職 務 の 級 の 号 俸 又 は 号 給

（ 職 務 の 級 の 最 高 の 号 俸 又 は 号 給 を

超 え る 俸 給 月 額 又 は 給 料 月 額 を 受 け

て い た 者 に あ っ て は 、 当 該 俸 給 月 額

又 は 給 料 月 額 。 以 下 こ の 号 に お い て

同 じ 。）に 相 当 す る 最 終 の 職 を 退 職 し

た 日 に お け る 職 務 の 級 の 号 俸 又 は 号
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改 正 案 現 行

給 の 額 を 基 礎 と し て 、一 般 職 の 職 員

の 例 に よ り 算 定 し て 得 た 額

４  第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 定 の 適 用 を

受 け た 者 が 退 職 し 、引 き 続 い て 国 家 公

務 員 又 は 職 員 以 外 の 地 方 公 務 員 と な っ

た と き は 、第 ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に か か

わ ら ず 、 当 該 退 職 に 伴 う 退 職 手 当 は 、

支 給 し な い 。

（ 勤 続 期 間 の 計 算 ）

第 ９ 条 （ 略 ）

２ ～ ４ （ 略 ）

５ 第 １ 項 に 規 定 す る 職 員 と し て の 引

き 続 い た 在 職 期 間 に は 、職 員 以 外 の 地

方 公 務 員 又 は 国 家 公 務 員（ 以 下「 職 員

以 外 の 地 方 公 務 員 等 」 と 総 称 す る 。）

が 引 き 続 い て 職 員 と な っ た と き に お

け る そ の 者 の 職 員 以 外 の 地 方 公 務 員

等 と し て の 引 き 続 い た 在 職 期 間 を 含

む も の と す る 。こ の 場 合 に お い て 、そ

の 者 の 職 員 以 外 の 地 方 公 務 員 等 と し

て の 引 き 続 い た 在 職 期 間 に つ い て は 、

前 各 項 の 規 定 を 準 用 し て 計 算 す る ほ

か 、次 の 各 号 に 掲 げ る 期 間 を そ の 者 の

職 員 以 外 の 地 方 公 務 員 等 と し て の 引

き 続 い た 在 職 期 間 と し て 計 算 す る も

の と す る 。 た だ し 、 退 職 に よ り 、 こ の

条 例 の 規 定 に よ る 退 職 手 当 に 相 当 す

る 給 与 の 支 給 を 受 け て い る と き は 、当

該 給 与 の 計 算 の 基 礎 と な っ た 在 職 期

間（ 当 該 給 与 の 計 算 の 基 礎 と な る べ き

在 職 期 間 が そ の 者 が 在 職 し た 地 方 公

共 団 体 等 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 定 又

は 特 定 地 方 独 立 行 政 法 人（ 地 方 独 立 行

政 法 人 法 （ 平 成 １ ５ 年 法 律 第 １ １ ８

号 ）第 ２ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 特 定 地 方

独 立 行 政 法 人 を い う 。 以 下 同 じ 。） の

退 職 手 当 の 支 給 の 基 準（ 同 法 第 ４ ８ 条

第 ２ 項 又 は 第 ５ １ 条 第 ２ 項 に 規 定 す

る 基 準 を い う 。 以 下 同 じ 。） に お い て

明 確 に 定 め ら れ て い な い 場 合 に お い

て は 、当 該 給 与 の 額 を 退 職 の 日 に お け

る そ の 者 の 給 料 月 額 で 除 し て 得 た 数

（ 勤 続 期 間 の 計 算 ）

第 ９ 条 （ 略 ）

２ ～ ４ （ 略 ）

５ 第 １ 項 に 規 定 す る 職 員 と し て の 引

き 続 い た 在 職 期 間 に は 、 職 員 以 外 の 地

方 公 務 員 又 は 国 家 公 務 員 （ 国 家 公 務 員

退 職 手 当 法 （ 昭 和 ２ ８ 年 法 律 第 １ ８ ２

号 ） 第 ２ 条 に 規 定 す る 者 を い う 。 以 下

同 じ 。）（ 以 下 「 職 員 以 外 の 地 方 公 務 員

等 」 と 総 称 す る 。） が 引 き 続 い て 職 員

と な っ た と き に お け る そ の 者 の 職 員

以 外 の 地 方 公 務 員 等 と し て の 引 き 続

い た 在 職 期 間 を 含 む も の と す る 。 こ の

場 合 に お い て 、 そ の 者 の 職 員 以 外 の 地

方 公 務 員 等 と し て の 引 き 続 い た 在 職

期 間 に つ い て は 、 前 各 項 の 規 定 を 準 用

し て 計 算 す る ほ か 、 次 の 各 号 に 掲 げ る

期 間 を そ の 者 の 職 員 以 外 の 地 方 公 務

員 等 と し て の 引 き 続 い た 在 職 期 間 と

し て 計 算 す る も の と す る 。 た だ し 、 退

職 に よ り 、 こ の 条 例 の 規 定 に よ る 退 職

手 当 に 相 当 す る 給 与 の 支 給 を 受 け て

い る と き は 、 当 該 給 与 の 計 算 の 基 礎 と

な っ た 在 職 期 間 （ 当 該 給 与 の 計 算 の 基

礎 と な る べ き 在 職 期 間 が そ の 者 が 在

職 し た 地 方 公 共 団 体 等 の 退 職 手 当 に

関 す る 規 定 又 は 特 定 地 方 独 立 行 政 法

人（ 地 方 独 立 行 政 法 人 法（ 平 成 １ ５ 年

法 律 第 １ １ ８ 号 ）第 ２ 条 第 ２ 項 に 規 定

す る 特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 を い う 。 以

下 同 じ 。）の 退 職 手 当 の 支 給 の 基 準（ 同

法 第 ４ ８ 条 第 ２ 項 又 は 第 ５ １ 条 第 ２

項 に 規 定 す る 基 準 を い う 。 以 下 同 じ 。）

に お い て 明 確 に 定 め ら れ て い な い 場
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改 正 案 現 行

に １ ２ を 乗 じ て 得 た 数（ １ 未 満 の 端 数

を 生 じ た と き は 、そ の 端 数 を 切 り 捨 て

る 。） に 相 当 す る 月 数 ） は 、 そ の 者 の

職 員 と し て の 引 き 続 い た 在 職 期 間 に

は 含 ま な い も の と す る 。

⑴ ～ ⑺ （ 略 ）

６ ～ ９ （ 略 ）

合 に お い て は 、 当 該 給 与 の 額 を 退 職 の

日 に お け る そ の 者 の 給 料 月 額 で 除 し

て 得 た 数 に １ ２ を 乗 じ て 得 た 数 （ １ 未

満 の 端 数 を 生 じ た と き は 、 そ の 端 数 を

切 り 捨 て る 。） に 相 当 す る 月 数 ） は 、

そ の 者 の 職 員 と し て の 引 き 続 い た 在

職 期 間 に は 含 ま な い も の と す る 。

⑴ ～ ⑺  （ 略 ）  

６ ～ ９ （ 略 ）

ー　5　ー


	092 追加送付議案参考資料表紙0403
	093 議案参考資料目次0403
	12　熊谷市副市長定数条例の一部を改正する条例
	13　熊谷市職員退職手当条例の一部を改正する条例



